
 

 

 

※以下の出席停止期間の基準を参考に保護者が記入し、再登校の際、お子様を通じて

担任にご提出ください。 

 

  

 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

             

 

 

【新型コロナウイルスの出席停止期間の基準】 

①②を満たしたら、再登校が可能です。 

 ① 発症した日の翌日を初日（１日目）として、５日間を経過していること。 

 ② 症状が軽快＊した後１日を経過していること。 

     ＊解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にあること 

※学校保健安全法施行規則第 19条第２項より 

 

新型コロナウイルス罹患報告書 

 

 岡山県立岡山南高等学校  年  組  番 氏名              

 

    発 症 日：令和   年   月   日 

 

    診 断 日：令和   年   月   日 

 

    医療機関名：                   

 

    解 熱 日：令和   年   月   日 

 

    症状軽快日：令和   年   月   日 

 

    再 登 校 日：令和   年   月   日  

 

    保護者氏名（自署）：                 

 

     ※学校記入欄（  月  日～  月  日） 

            出席停止期間を記入し、保健室へ提出 

 


